
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 西クリーンセンター非常用発電設備点検整備 

 契 約 業 者 名 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本業務は、西クリーンセンターの非常用発電設備のディーゼルエンジン、冷却水タンク、燃料

タンク等設備の点検整備を行うものである。 

非常用発電設備は、電力会社が停電し、なおかつクリーンセンターの発電機が停止した場合で

も計装電算設備やボイラー給水ポンプ等に電力を供給し安全に焼却設備を停止させるための設備

である。 

緊急時に起動しない場合、重大事故につながる恐れもあることから定期的に点検を実施し、消

耗部品を交換する必要がある。 

 点検には部品交換、精密点検、報告書の作成が含まれており、本設備のメーカーである三菱重

工業㈱しか所有していない本設備の性能、構成部品に関する技術的な情報、専門的なメンテナン

スの方法等の情報が必要となる。 

 上記業者は、製造メーカーである三菱重工業㈱のプラント設備の保守・点検等サービス部門を

一手に承継する唯一の業者であるため、本設備の整備は上記業者でしか履行できない。 

 よって、上記業者と随意契約を締結する。 

 

担当部署 

（問合せ先） 
環境局西クリーンセンター  （電話番号０７８－９７４－２００５） 

 

 

 

 


